
最高裁秘書第3516号

令和3年12月1日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村
、

１

１

１

１

口
Ｉ』

I

司法行政文書開示通知書

10月31日付け（11月1日受付，第030674号）で申出のありました司

法行政文書の開示について,下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

開示する司法行政文書の名称等

最高裁判所事件月表（令和3年9月分）

開示の実施方法

写しの送付

］

(片面で3枚）

2

担当課秘書課（文書室）電話03 (3264) 5652 (直通）



1．最高裁判所事件月表 （民事）
訟廷事務室統計係令和3年9月分

(令和3. 10. 14訟統印）上告(オ） ． （行ツ)欄の上段は1日法事件数で， 中段は新法事件数で，いずれも外数であり，下段（ ）数値は，並行申立てのある事件数で内数である。

上告受理（受） ． （行上）欄の中段（ ）数値と特別抗告（ク） ． （行ト）欄の下段（ ）数値は，並行申立てのある事件数で内数である。

上告受理（受） ． （行上）欄の新受の下段（ ）数値は，係属事件の内で， 当月受理決定のされた事件数であり，既済・未済の下段は，受理決定のあった事件数で内数である。

〔 〕数値は分配替え， （ ）数値は大法廷回付があった事件で新受計・既済計に含まれない。
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2． 最高裁判所事件月表 （刑事）
令和3年9月分

の既済回

(注1） 刑事に関する計上数は，すべて人員である。

(注2） 2．最高裁判所事件月表（刑事）中未済の（ ）数値は，上告受付時に被告人の

身柄が勾留中のもので内数である。
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4． 上告既済事件の審理期間表
令和3年9月分
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